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【八王子市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の目的】 

令和２年（2020 年）１月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ

Ｄ－１９）1（以下「新型コロナ」という。）の感染者が確認されて以降、新型コロナ

の感染が拡大する中で、人々の生命及び健康が脅かされ、経済や暮らしなど社会全般

に重大な影響がもたらされた。この未曽有の感染症危機において、八王子市（以下「市」

という。）は、国・東京都（以下「都」という。）・近隣市町村等と連携し、専門家

の知見も活用しながら効果的な対策を講ずるとともに、市民・事業者・医療従事者等

の尽力により、一丸となって幾度もの感染の波を乗り越えてきた。 

今般の八王子市新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「市行動計画」という。）

の改定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「特

措法」という。）をはじめとする法改正等に的確に対応するとともに、新型コロナと

の闘いで積み重ねた知見や経験を踏まえ、いつ現れるとも知れない新たな感染症にも

揺るがない強じんで持続可能な市の実現を目指すものである。 

市行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、有事

には、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対策を実施してい

く。 

 

【行動計画の改定概要】 

平成 25 年（2013 年）４月に特措法が施行されたことに伴い、新型インフルエンザ

等対策政府行動計画（以下「政府行動計画」という。）が新たに作成されたことを踏

まえ、新型インフルエンザ等2の発生時における危機管理対応の規範とするべく、平

成 25 年（2013 年）年 11 月に東京都新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「都

行動計画」という。）が作成された。 

 

市では、平成 25 年（2013 年）6 月 26 日に「八王子市新型インフルエンザ等対策

本部条例」を制定した。また、国や都の行動計画やガイドラインを踏まえ、平成 26

年（2014 年）3 月に行動計画を作成し、令和 5 年（2023 年）4 月に八王子市業務継

続計画（新型インフルエンザ等編）を一部改定するなど、新型インフルエンザ対策を

推進してきた。 

 
1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和 2（2020）年１月に、中華人民共和国から世界保健

機関（ＷＨＯ）に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限

る。 

2 特措法第２条第１号 
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今般、令和６年（2024 年）7 月に政府行動計画が抜本改定となったことを受け、

令和 7 年（2025 年）５月に都行動計画が改定された。これを踏まえ、本市において

も、行動計画の改定を行うものである。 

対象とする疾患についても、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等 3

だけでなくその他の幅広い呼吸器感染症をも念頭に置くこととした上で、記載を３期

（準備期、初動期及び対応期）に分け、特に準備期の取組を充実させている。 

また、新型コロナへの対応（以下「新型コロナ対応」という。）で課題となった項

目を独立させるなど、対策項目をこれまでの８項目から都行動計画に合わせた 13 項

目に拡充し、記載の充実を図る。感染が長期化する可能性も踏まえ、複数の感染拡大

の波への対応や、状況の変化に応じて、感染症拡大防止と社会経済活動のバランスを

踏まえ、柔軟かつ機動的な対策についても明確化する。 

さらに、感染症に係る緊急事態に際して、速やかに事態を把握し、緊急かつ総合的

な対応を行うため、市の初動対応についても市行動計画において明らかにする。 

 

 

 
3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」とい

う。）第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症及び同項第４号に規定する再興型コロナウイ

ルス感染症をいう。以下同じ。 
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第１部 基本的な考え方 

第１章 計画の基本的な考え方 

1  根拠 

市行動計画は、特措法第８条の規定に基づき策定する計画である。 

なお、市行動計画は、感染症法に基づく予防計画4及び地域保健法に基づく健康

危機対処計画との整合性の確保を図っている。 

 

 

 

2  対象とする感染症（以下「新型インフルエンザ等」という。） 

ア 新型インフルエンザ等感染症5 

イ 指定感染症6（当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全

国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

ウ 新感染症7（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

 

 
4 感染症法第 10 条第 17 項。同条第 14 項に規定する予防計画（市においては「八王子市感染症予防計画」）

は、特措法第 8 条第１項に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならない。 

5 感染症法第６条第７項 

6 感染症法第６条第８項 

7 感染症法第６条第９項 

新型インフル等
特措法

医療法 感染症法 地域保健法

政府行動計画
医療提供体制の
確保に関する
基本方針

基本指針 地域保健基本指針

新型インフル等
対策ガイドライン

医療計画作成指針
予防計画

策定ガイドライン

地域健康危機管理
ガイドライン
（感染症編）

行動計画

保健医療体制
ガイドライン

保健所設置市
(八王子市）

行動計画 予防計画
健康危機対処計画
（感染症編）

国

都 保健医療計画 予防計画
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3  計画の基本的な考え方 

（１）都行動計画に基づき、市における新型インフルエンザ等への対策の実施に関す

る基本的な方針や市が実施する対策を示すとともに、新型インフルエンザや新

型コロナウイルス感染症等以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性をも

想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、病原性の強弱等の

様々な状況下で対応ができるよう、対策の選択肢を示す。 

（２）国、都、市、医療機関、指定（地方）公共機関、事業者及び市民の役割を示し、

新型インフルエンザ等の対策が緊密に連携して推進されるようにする。 

（３）市の医療提供体制の状況等も考慮しつつ、各種対策を総合的、効果的に組み合

わせてバランスの取れた対策を目指す。 

（４）新型インフルエンザ等への対策と併せて新型コロナ対応の具体例を掲載する

ことで、新型コロナ対応で積み重ねた知見・経験を市のみならず、関係機関や市

民等とも共有し、今後発生し得る未知なる感染症の危機に備える。 

 

4  計画の推進 

市行動計画には、国や都の動向を注視しつつ、新型インフルエンザ等に関する最

新の科学的な知見を取り入れていく。 

また、新型インフルエンザ等の発生に備え、市や関係機関、市民等について、平

時から教育・訓練・啓発の実施などを通して対応能力を高めるとともに、機動的に

計画を検証し、必要に応じて修正を行っていくこととする。 

 

5  計画の改定 

市行動計画の改定に当たっては、学識経験者（感染症）、医療関係団体、弁護士、

事業者団体、保健所等の代表等からなる「八王子市感染症対策関連計画推進会議」

に意見を聴き、行う。 



第１部 基本的な考え方 

第２章 対策の目的等 

第 1 節 対策の目的 

5 

第２章 対策の目的等 

第１節 対策の目的 

新型インフルエンザ等対策を危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の２点を

主たる目的として対策を講じていく8。 

 

1  感染拡大の抑制、市民の生命及び健康の保護 

（１）感染拡大の速度を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備や治療

薬・ワクチン製造等のための時間を確保する。 

（２）流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽減

するとともに、迅速かつ効率的な医療提供体制の強化を図ることで、患者数等が

医療提供体制のキャパシティを超えないようにすることにより、治療が必要な患

者が適切な医療を受けられるようにする。 

（３）適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 

 

＜対策の概念図＞ 

 

 
 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガ

イドライン） 

 
8 特措法第１条 
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2  市民生活及び市民経済に及ぼす影響の最小化 

（１）感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行う

ことにより、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に

関する措置による市民生活及び市民経済への影響を軽減する。 

（２）市民生活及び市民経済の安定を確保する。 

（３）地域での感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。 

（４）業務継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は市民生活及び市民

経済の安定に寄与する業務の維持に努める。 
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第２節 対策実施上の留意点 

市は、新型インフルエンザ等の発生時やその準備段階に、特措法その他の法令、国

が定める基本的対処方針又は市行動計画に基づき、国や都等と相互に連携協力し、新

型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。この場合において、次

の点に留意する。 

 

1  平時の備えの整理や拡充 

感染症危機への対応には平時からの体制作りが重要である。このため、以下の（１）

から（５）までの取組により、平時の備えの充実を進め、訓練により迅速な初動体

制を確立することを可能とするとともに、迅速かつ効率的な情報収集・共有、分析

のための基盤となるＤＸの推進等を行う。 

 

（１）新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策の共有とその準備の整理 

将来に高い確率で起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策

を関係者間で共有しながら、その実施のために必要となる準備を行う。 

（２）初発の感染事例の探知能力の向上と迅速な初動の体制整備 

初動対応については、未知の感染症や新型インフルエンザ等が国内で発生した

場合も含め様々なシナリオを想定し、初発の探知能力を向上させるとともに、初

発の感染事例を探知した後、速やかに初動対応に動き出せるように、体制整備を

進める。 

（３）関係者や市民等への普及啓発と訓練等を通じた不断の点検や改善 

感染症危機は必ず起こり得るものであるとの認識を広く感染症対策に携わる

関係者や市民等に持ってもらうとともに、次の感染症危機への備えをより万全な

ものとするために、多様なシナリオや実施主体による訓練の実施等を通じて、平

時の備えについて不断の点検や改善を行う。 

（４）医療提供体制、検査体制、リスクコミュニケーション9等の備え 

感染症法や医療法等の制度改正による医療提供体制等の平時からの備えの充

実をはじめ、有事の際の速やかな対応が可能となるよう、検査体制の整備、リス

クコミュニケーション等について平時からの取組を進める。 

 

 

 
9 リスクコミュニケーションとは、個人、機関、集団間での情報や意見のやり取りを通じて、リスク情報とその

見方の共有を目指す活動であり、適切なリスク対応（必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等）

のため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念 
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（５）ＤＸの推進や人材育成等 

保健所等の負担軽減（システムへの入力作業の負担を含む。）、医療関連情報

の有効活用、国、都及び市の連携の円滑化等を図るためのＤＸの推進や人材育成

を進める。 

なお、ＤＸの推進に当たっては、ＡＩ（人工知能）技術などの新技術の進展や

普及状況も注視しながら、関係者間の迅速かつ効率的な情報共有体制の整備や現

場の負担軽減に資する技術の活用、システム開発等を検討していく。 

 

2  感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え 

感染拡大防止対策に当たっては、社会経済活動とのバランスを踏まえた対策と適

切な情報提供・共有とにより市民生活及び市民経済への影響を軽減させるとともに、

市民が身体的、精神的及び社会的に健康であることを確保することが重要である。

このため、以下の（１）から（５）までの取組により、感染状況等に応じ感染拡大

防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えとを円滑に行い、市民の生

命及び健康の保護と市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるよう対策を講

ずる。 

 

（１）可能な限り科学的根拠に基づいた対策の切替え 

対策の切替えに当たっては、感染症の特徴、病原体の性状、感染症の発生状況

等も含めたリスク評価を考慮し、可能な限り科学的な根拠に基づき対応するため、

平時からそのためのデータ収集の仕組みや適時適切なリスク評価の仕組みを構

築する。 

（２）医療提供体制と市民生活及び市民経済への影響を踏まえた感染拡大防止措置 

有事には各段階における医療提供体制で対応できるレベルに感染規模を収め

るべく感染拡大のスピードやピークを抑制することが重要である。注意深く実施

するリスク評価に基づき、このレベルを超える可能性がある場合等には、適時適

切に感染拡大防止措置等を講ずる。その際、影響を受ける市民や事業者を含め、

市民生活や市民経済等に与える影響にも十分留意する。 

（３）状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替え 

国や都の科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体

制の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況に合わせ

て、市は適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることを基本と

して対応する。あわせて、対策の切替えの判断の指標や考慮要素について可能な

範囲で具体的に事前に定める。 
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（４）対策項目ごとの時期区分 

柔軟な対応が可能となるよう、対策の切替え時期については、リスク評価等に

応じて、個別の対策項目ごとに具体的な対策内容を記載し、必要に応じて個々の

対策の切替えのタイミングの目安等を示す。 

（５）市民等の理解や協力を得るための情報提供・共有 

対策に当たっては、市民等の理解や協力が最も重要である。このため、平時か

ら感染症や感染対策の基本的な知識を、学校教育の現場をはじめ、様々な場面を

活用して普及させ、子供を含め様々な年代の市民等の理解を深めるための分かり

やすい情報提供・共有が必要である。こうした取組を通じ、可能な限り科学的根

拠に基づいた情報提供・共有により、市民等が適切な判断や行動をとれるように

する。特に、まん延防止等重点措置や緊急事態措置等の強い行動制限を伴う対策

を講ずる場合には、対策の影響を受ける市民等や事業者の状況も踏まえ、対策の

内容とその科学的根拠を分かりやすく発信し、説明する。 

 

3  基本的人権の尊重 

市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重するこ

ととし、特措法による要請や行動制限等の実施に当たって、市民の自由と権利に制

限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要

最小限のものとする10。 

新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、法令の根拠があることを前提と

して、リスクコミュニケーションの観点からも、市民等に対してその意義や必要性

等を十分説明し、理解を得ることを基本とする。 

また、感染者やその家族、医療関係者等に対する誹謗
ひ ぼ う

中傷等の新型インフルエン

ザ等についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あってはならな

いものである。これらの偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を

遅らせる原因となる可能性がある。 

また、新型インフルエンザ等に対応する医療従事者等の人権の保護や士気の維持

の観点等からも、防止すべき課題である。 

さらに、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より大きな影響を受け

る可能性がある社会的弱者への配慮について留意するなど、感染症危機においても

市民の安心を確保し、新型インフルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り

組む。 

 

 

 
10 特措法第５条 
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4  危機管理としての特措法の性格 

特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に備え

て様々な措置を講ずることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフ

ルエンザ等感染症や指定感染症、新感染症が発生したとしても、病原性の程度や、

ワクチン・治療薬等による対策が有効であること等により、まん延防止等重点措置

や緊急事態措置を講ずる必要性にも相違が生じることが考えられ、どのような状況

下でもこれらの措置を講ずるものではないことに留意する。 

 

5  関係機関相互の連携協力の確保 

都対策本部11及び八王子市新型インフルエンザ等対策本部（法定）12（以下「市対

策本部（法定）」という。）は、相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエン

ザ等対策を総合的に推進する。 

市は必要に応じて、都に新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう

要請する。また、都は九都県市（都並びに埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川

崎市、千葉市、さいたま市及び相模原市）でも、連携した取組を実施する。 

 

6  高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等13における対応 

感染症危機における高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等において必要と

なる医療提供体制等について、平時から検討し、有事に備えた準備を行う。 

 

7  感染症危機下の災害対応 

市は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や医療提供

体制の強化等を進め、避難所施設の確保等を進めることや、自宅療養者等の避難の

ための情報共有等の連携体制を整えること等を進める。また、発災時には、市は都

と連携し、発生地域における状況を適切に把握するとともに、必要に応じ、避難所

における感染症対策の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を速やか

に行う。 

 

 

 

 

 
11 特措法第 22 条及び東京都新型インフルエンザ等対策本部条例（平成 25 年条例第 29 号） 

12 特措法第 34 条及び八王子市新型インフルエンザ等対策本部条例（平成 25 年条例第 35 号） 

13 入所系施設及び多くの者が共同で生活する施設等の利用者の緊急的な移動が困難で、施設内で感染症患者が

発生した際にハイリスクな施設を想定 
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8  記録の作成や保存 

市は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、新型インフルエンザ等対策本部

（以下「市対策本部」という。）における新型インフルエンザ等対策の実施に係る

記録を作成し、保存し、これを公表する。 
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第３節 対策推進のための役割分担 

新型インフルエンザ等から一人でも多くの生命を守り、社会経済活動への影響を最

小限にするためには、国、都、区市町村、医療機関、事業者、市民等が互いに協力し

てそれぞれの役割を果たし、八王子市一丸となって感染拡大防止に努めるとともに、

市民生活及び市民経済を維持しなければならない。新型インフルエンザ等が発生すれ

ば、誰もがり患する可能性があり、互いに協力してそれぞれの役割を果たすことが求

められる。 

 

1  国 

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策

を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実施する新型

インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の

態勢を整備する責務を有する14。また、国は世界保健機関（ＷＨＯ）等の国際機関や

諸外国との国際的な連携を確保し、対策に取り組む。 

国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査や研

究の推進に努める15とともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る

国際協力の推進に努める16。国は、こうした取組等を通じ、新型インフルエンザ等の

発生時におけるワクチンや診断薬、治療薬等の早期の開発や確保に向けた対策を推

進する。 

国は、新型インフルエンザ等の発生前は、政府行動計画に基づき、準備期に位置

付けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等

により新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。 

国は、新型インフルエンザ等対策閣僚会議17（以下「閣僚会議」という。）及び閣僚

会議を補佐する新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議18（以下「関係省庁

対策会議」という。）の枠組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進する。 

指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフ

ルエンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応

をあらかじめ決定しておく。 

 
14 特措法第３条第１項 

15 特措法第３条第２項 

16 特措法第３条第３項 

17 「新型インフルエンザ等対策閣僚会議の開催について」（平成 23 年９月 20 日閣議口頭了解）」に基づき開

催 

18 「新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議の設置について」（平成 16 年３月２日関係省庁申合

せ）」に基づき開催 
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国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針を決定

し、対策を強力に推進する。その際、国は、新型インフルエンザ等対策推進会議19（以

下「推進会議」という。）等の意見を聴きつつ、対策を進める。また、国民等や事

業者等の理解や協力を得て対策を行うため、感染症や感染対策に関する基本的な情

報の提供・共有を行う。 

 

2  都 

都道府県は、特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割

を担っており、基本的対処方針に基づき、地域における医療提供体制の確保やまん

延防止に関し的確な判断と対応とが求められる。 

都は、平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医

療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する医療措置協定を締結し、医療提供

体制を整備するほか、民間検査機関又は医療機関等と検査等措置協定を締結し、検

査体制を構築する等、医療提供体制、検査体制、宿泊療養等の実施体制並びに保健

所の対応能力の確保について、計画的に準備を行う。これにより、感染症有事の際

には、迅速に体制を移行し、感染症対策を実行する。こうした取組においては、都

は、特別区及び保健所を設置する市（以下「保健所設置区市」という。）、感染症

指定医療機関20、東京都医師会等の関係団体等で構成される東京都感染症対策連携

協議会21等を通じ、予防計画や医療計画等について協議を行うことが重要である。 

また、予防計画に基づく取組状況を毎年度国に報告し、進捗確認を行う。これら

により、平時から関係者が一体となって、医療提供体制の整備や新型インフルエン

ザ等のまん延を防止していくための取組を実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づき改善

を図る。 

 

3  市 

市は、住民に最も近い行政単位であり、住民に対するワクチンの接種や、自宅療

養を行う住民の生活支援、新型インフルエンザ等の発生時における高齢者や障害者

等の要配慮者への支援に関し、基本的対処方針に基づき、的確に対策を実施するこ

とが求められる。対策の実施に当たっては、都や近隣の区市町村と緊密な連携を図

る。 

 
19 特措法第 70 条の２の２に規定する新型インフルエンザ等対策推進会議をいう。 

20 感染症法第６条第 12 項に規定する感染症指定医療機関のうち、政府行動計画上では「特定感染症指定医療機

関」、「第一種感染症指定医療機関」及び「第二種感染症指定医療機関」に限るものとする。 

21 感染症法第 10 条の２ 
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なお、保健所設置市として、感染症法においては、都道府県に準じた役割を果た

すことが求められていることから、まん延防止に関し、予防計画に基づく取組状況

を毎年度、東京都感染症対策連携協議会において都区市間で共有し、国に報告する

など、進捗確認を行う。また、感染症有事の際には、迅速に体制を移行し、感染症

対策を実行する。 

都と市は、まん延防止等に関する協議を行い、新型インフルエンザ等の発生前か

ら連携を図っておく22。 

 

4  医療機関 

新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関は、

新型インフルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保のため、都

と医療措置協定を締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人防護具をはじめとした

感染症対策物資等23の確保等を推進することが求められる。また、新型インフルエン

ザ等の患者の診療体制を含めた、業務継続計画の策定及び地域の関係機関との連携

を進めることが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保

するため、医療機関は、医療措置協定に基づき、都からの要請に応じて、病床確保、

発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。 

 

5  指定（地方）公共機関 

指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、特措法に

基づき24、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。 

 

 

 

 
22 平時においては、以下のような方策を講ずることが必要である。 

・行動計画を作成する際に、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、他の地方公共団体の意見を

聴く（特措法第８条第３項）等の特措法に定められる連携方策を確実に実施すること。 

・都や都内の保健所設置区市も含めた他の地方公共団体と共同での訓練の実施に努めること（特措法第 12 条第

１項）。 

23 感染症法第 53 条の 16 第１項に規定する医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。）第２条第１項に規定する医薬品）、医療機器

（薬機法第２条第４項に規定する医療機器）、個人防護具（着用することによって病原体等にばく露すること

を防止するための個人用の道具）、その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる

物資及び資材 

24 特措法第３条第５項 
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6  登録事業者 

特措法第 28 条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活

及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ

等の発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使

命を果たすことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前から、職場における

感染対策の実施や重要業務の事業継続等の準備を積極的に行うことが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、その業務を継続的に実施するよう努める25。 

 

7  一般の事業者 

事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染

対策を行うことが求められる。 

市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエン

ザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合

も想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための

措置の徹底が求められる26ため、平時からマスクや消毒薬等の衛生用品等の備蓄を

行うように努める等、対策を行う必要がある。 

 

8  市民 

市民は、新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情

報や発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、感染症の流

行状況等を踏まえ、平素からの健康管理に加え、基本的な感染対策（換気、マスク

着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）等の個人レベルでの感染対策

を実践するよう努める。また、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、個人レベ

ルにおいてもマスクや消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うよ

う努める。 

新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種等の実施されている

対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施

するよう努める27。

 
25 特措法第４条第３項 

26 特措法第４条第１項及び第２項 

27 特措法第４条第１項 
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第３章 発生段階等の考え方 

1  発生段階の考え方 

新型インフルエンザ等への対策は、患者発生の状況に応じて講ずべき対応が異な

ることから、事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うこと

ができるよう、あらかじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応

じた対応方針を定めておく必要がある。 

発生段階は、都行動計画と同様に、予防や準備等の事前準備の部分（準備期）と

発生後の対応のための部分（初動期及び対応期）とに大きく分けた構成とする。 

 

2  各段階の概要 

（１）準備期 

新型インフルエンザ等の発生前の段階では、水際対策、市民に対する啓発や市・

企業による業務継続計画等の策定、ＤＸの推進や人材育成、実践的な訓練の実施

による対応体制の定期的な点検や改善等、新型インフルエンザ等の発生に備えた

事前の準備を周到に行う。 

なお、国及び都においては、水際対策28の実施体制の構築、地域における医療

提供体制の整備や抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄、ワクチンや治療薬等の

研究開発と供給体制の整備も行う。 

（２）初動期（A） 

感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対策本

部が設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの間、感染症

の特徴や病原体の性状（病原性29、感染性、薬剤感受性30等）を明らかにしつつ、

感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準備を行う時間を確

保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態の推移に応じて迅速かつ柔軟に

対応する。 

（３）対応期（B,C-1,C-2,D） 

対応期については、以下の四つの時期に区分する。 

 
28 水際対策は、飽くまでも国内への病原体の侵入をできる限り遅らせる効果を期待して行われるものであり、

病原体の国内侵入を完全に防ぐための対策ではない。 

29 「病原性」は、学術的には「病原体が病気を引き起こす性質」のことを指す用語であるが、市行動計画におい

ては、分かりやすさの観点から、「病原体が病気を引き起こす性質及び病原体による病気の重篤度」を指す言

葉として用いている。 

なお、学術的に「病気を引き起こす性質」と「病気の重篤度」を区別する必要がある場合は、「病気の重篤

度」を指す用語として「毒力」が使用される。 

30 薬剤感受性とは、感染症の治療に有効な抗微生物薬に対する感受性（有効性又は抵抗性）をいう。 
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・封じ込めを念頭に対応する時期（B） 

・病原体の性状等に応じて対応する時期（C-1） 

・ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期（C-2） 

・特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期（D） 

 

 ＜発生段階及び各段階の概要＞ 

 

段

落

区

分
区分の説明 概要

準

備

期

― 発生前の段階

・水際対策の実施体制の構築、地域における医療提供体制の整備や抗インフ

ルエンザウイルス薬等の備蓄、ワクチンや治療薬等の研究開発と供給体制

の整備、市民に対する啓発や市・企業による事業継続計画等の策定、ＤＸ

の推進や人材育成、実践的な訓練の実施による対応体制の定期的な点検や

改善等、新型インフルエンザ等の発生に備えた事前の準備を周到に行って

おくことが重要である。

初

動

期

Ａ

新型インフルエ

ンザ等に位置付

けられる可能性

がある感染症が

発生した段階

・感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対

策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの

間、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等）を明ら

かにしつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する

準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態の推

移に応じて迅速かつ柔軟に対応する。

Ｂ
封じ込めを念頭

に対応する時期

・政府対策本部の設置後、都内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階

では、病原体の性状について限られた知見しか得られていない中で、諸外

国における感染動向等も考慮しつつ、まずは封じ込めを念頭に対応する

（この段階で新型インフルエンザであることが判明した場合は、抗インフ

ルエンザウイルス薬やプレパンデミックワクチンなどの対応を開始し、検

査、診療により感染拡大防止を図ることができる可能性があることに留

意）。

Ｃ-1

病原体の性状等

に応じて対応す

る時期

・感染の封じ込めが困難な場合は、知見の集積により明らかになる病原体の

性状等を踏まえたリスク評価に基づき、感染拡大のスピードや潜伏期間を

考慮しつつ、確保された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡大の波

（スピードやピーク等）を抑制するべく、感染拡大防止措置等を講ずるこ

とを検討する。

Ｃ-2

ワクチンや治療

薬等により対応

力が高まる時期

・ワクチンや治療薬の普及等により、新型インフルエンザ等への対応力が高

まることを踏まえて、科学的知見に基づき対策を柔軟かつ機動的に切り替

える（ただし、病原体の変異により対策を強化させる必要が生じる可能性

も考慮する）。

Ｄ

特措法によらな

い基本的な感染

症対策に移行す

る時期

・最終的に、ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により

病原性や感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が

一定水準を上回ることにより特措法によらない基本的な感染症対策（出

口）に移行する。

対

応

期
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第４章 対策項目 

1  主な対策項目 

市行動計画は、新型インフルエンザ等対策の二つの主たる目的である「感染拡大

を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する」こと及び「市民生活及び市

民経済に及ぼす影響が最小となるようにする」ことを達成するための戦略を実現す

る具体的な対策を定めるものである。 

それぞれの対策の切替えのタイミングを示し、関係機関等においても分かりやす

く、取り組みやすいようにするため、以下の 13 項目を行動計画の主な対策項目と

する。 

 

① 実施体制 

② 情報収集・分析 

③ サーベイランス 

④ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

⑤ 水際対策 

⑥ まん延防止 

⑦ ワクチン 

⑧ 医療 

⑨ 治療薬・治療法 

⑩ 検査 

⑪ 保健 

⑫ 物資 

⑬ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

 

2  対策項目ごとの基本理念と目標 

主な対策項目である 13 項目は、新型インフルエンザ等対策の主たる目的の実現

に当たって、それぞれの項目が関連し合っていることから、一連の対策として実施

される必要がある。そのため、以下に示す①から⑬までのそれぞれの対策項目の基

本理念と目標を把握し、対策の全体像や相互の連携を意識しながら対策を行うこと

が重要である。 

 

① 実施体制 

感染症危機は市民の生命及び健康、市民生活及び市民経済に広く大きな被害を

及ぼすことから、医療従事者や市民・事業者の協力の下、国や都、他区市町村と

も連携し、実効的な対策を講じていくことが重要である。そのため、新型インフ
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ルエンザ等の発生前から、関係機関間において緊密な連携を維持しつつ、人材の

確保・育成や実践的な訓練等を通じて対応能力を高めておく必要がある。新型イ

ンフルエンザ等の発生時に、平時における準備を基に、迅速な情報収集・分析及

びリスク評価を行い、的確な政策判断とその実行につなげていくことで、感染拡

大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市民経済に

及ぼす影響が最小となるようにする。 

 

② 情報収集・分析 

感染拡大防止を目的としつつ、状況に応じて市民生活及び市民経済との両立を

見据えた政策上の意思決定に資するよう、体系的かつ包括的に情報収集・分析及

びリスク評価を行うことが重要である。そのため、新型インフルエンザ等の発生

前から、国や都と連携し、効率的な情報の収集・分析や提供の体制を整備すると

ともに、定期的な情報収集・分析や有事に備えた情報の整理・把握手段の確保を

行う。新型インフルエンザ等の発生時には、感染症（発生状況や病原体の特徴等）

及び医療の状況等の情報収集・分析並びにリスク評価を実施するとともに、市民

生活及び市民経済に関する情報等を収集し、リスク評価を踏まえた判断に際し考

慮することで、感染症対策と社会経済活動の両立を見据えた対策の判断につなげ

られるようにする。 

 

③ サーベイランス 

感染症危機管理上の判断に資するよう、新型インフルエンザ等の早期探知、発

生動向の把握及びリスク評価を迅速かつ適切に行うことが重要である。そのため、

新型インフルエンザ等の発生前から、国や都と連携し、サーベイランス体制の構

築を行うとともに、平時のサーベイランスを実施する。新型インフルエンザ等の

発生時には、有事の感染症サーベイランスの実施及びリスク評価を実施し、感染

症対策の強化又は緩和の判断につなげられるようにする。 

 

④ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

感染症危機においては、様々な情報が錯綜
さくそう

しやすく、不安とともに、偏見・差

別等が発生したり、偽・誤情報が流布したりするおそれがある。こうした中で、

表現の自由に十分配慮しつつ、各種対策を効果的に行う必要があり、その時点で

把握している科学的根拠等に基づいた正確な情報を迅速に提供するとともに、可

能な限り双方向のコミュニケーションを行い、市民等、医療機関、事業者等との

リスク情報とその見方の共有等を通じて、市民等が適切に判断・行動できるよう

にすることが重要である。このため、市は、平時から、市民等の感染症に対する

意識を把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、想定される事態に備
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え、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取組を進める必要

がある。 

 

⑤ 水際対策 

海外で新型インフルエンザ等が発生した場合は、病原体の国内侵入を完全に防

ぐことは困難であることを前提としつつ、国は、新型インフルエンザ等の特徴や

海外における感染拡大の状況等を踏まえ、迅速に検疫措置の強化や入国制限等の

水際対策を実施することにより、国内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入

をできる限り遅らせ、医療提供体制の確保等の感染症危機への対策に対応する準

備のための時間を確保する。 

国による検疫措置の強化や入国制限等の水際対策の決定に当たっては、感染症

の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）その他の状況を踏まえ、

患者等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び対策そのものが国民生

活及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、その内容が検討され、実施

される。また、検疫所は、施設が所在する地方公共団体とも平時から緊密に連携

を図り、検疫法（昭和 26 年法律第 201 号）に基づく隔離・停留等の措置の円滑

な実施に備える。 

なお、新型インフルエンザ等の発生当初等の病原性や感染性等に関する情報が

限られている場合には、過去の知見等も踏まえ、病原性や感染性等が高い場合の

リスクを想定し、強力な水際対策が実施される必要があるが、常に新しい情報を

収集し、対策の必要性を評価し、更なる情報が得られ次第、適切な対策へと切り

替える。また、状況の進展に応じて、必要性の低下した水際対策について、実施

方法の変更、縮小や中止等の見直しが行われることが重要である。 

 

⑥ まん延防止 

新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にと

どめるとともに、市民生活及び市民経済への影響を最小化することを目的とする。

適切な医療の提供等と併せて、必要に応じてまん延防止対策を講ずることで、感

染拡大のスピードやピークを抑制し、治療を要する患者数を医療提供体制が対応

可能な範囲内に収めることにつなげることが重要である。特に、有効な治療薬が

ない場合や、予防接種が実施されるまでの間は、公衆衛生上の観点から実施する

まん延防止対策は重要な施策である。このため、病原体の性状等を踏まえたリス

ク評価を適時適切に行い、強化された医療提供体制においても医療がひっ迫する

水準の大規模な感染拡大が生じるおそれのある場合には、特措法に基づき、政府

対策本部は、必要と考えられる地域・期間等において、迅速にまん延防止等重点

措置や緊急事態措置の公示を行う。 
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一方で、特措法第５条において、国民の自由と権利に制限を加える場合、その

制限は新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとするとさ

れていることや、まん延防止対策が社会経済活動に大きな影響を与える面がある

ことを踏まえ、対策の効果と影響を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等の病

原性や感染性等に関する情報、ワクチン及び治療薬の開発や普及等の状況の変化

に応じて、実施しているまん延防止対策の縮小や中止等の見直しを機動的に行う

ことが重要である。 

 

⑦ ワクチン 

ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、市民の健康

を守るとともに、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療提

供体制が対応可能な範囲内に収めることは、新型インフルエンザ等による健康被

害や社会経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。市は、医療機関

や事業者、関係団体等とともに、平時から接種の具体的な体制や実施方法につい

て準備をしておく必要がある。 

新型インフルエンザ等の発生時には、国において、我が国における開発・生産

はもとより、外国からの輸入、外国で開発された製品の国内生産等の全ての手段

を通じて、安全で有効なワクチンの迅速な供給を行うとともに、市においても、

接種に当たっては、事前の計画を踏まえつつ、新型インフルエンザ等に関する新

たな知見を踏まえた柔軟な運用を行う。 

 

⑧ 医療 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、かつ

人々の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、医療提供体制

の確保は、健康被害を最小限にとどめ、市民が安心して生活を送るという目的を

達成する上で、不可欠な要素である。また、健康被害を最小限にとどめることは、

社会経済活動への影響を最小限にとどめることにもつながる。 

感染症危機において、感染症医療及び通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医療の

提供を滞りなく継続するために、都と連携し、通常医療との両立を念頭に置きつ

つ、感染症医療の提供体制を確保し、病原性や感染性等に応じて変化する状況に

機動的かつ柔軟に対応することで、市民の生命及び健康を保護する。 

 

⑨ 治療薬・治療法 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、国民の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、健康被害や社会経済
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活動への影響を最小限にとどめる上で、医療の提供が不可欠な要素であり、治療

薬の開発・実用化等と治療法の確立は重要な位置付けのものとなる。 

新型インフルエンザ等の発生時に治療薬・治療法を早期に実用化し、患者へ提

供可能とすることが重要であり、国が主体となって、平時から、大学等の研究機関

や製薬企業等の研究開発力向上のための施策を講じ、人材の育成・確保や技術の

維持向上を図るとともに、治療薬の開発が必要な感染症（重点感染症31）に対する

情報収集・分析を行い、未知の感染症も念頭に置いた研究開発を推進する。国は、

新型インフルエンザ等の発生時に、平時に整備した研究開発体制を活用し、速や

かに治療薬の実用化に向けた取組を実施する。 

また、国は、新型インフルエンザ等の発生時に治療薬の安定的な供給を確保し、

迅速に必要な患者に投与できるよう、平時から製造能力の強化等を図るとともに、

都は、国や関係機関と連携し、医療機関や薬局へ円滑に流通させる体制を整理し、

新型インフルエンザ等の発生時に速やかに体制が構築できるよう必要な準備・訓

練等を行う。 

 

⑩ 検査 

新型インフルエンザ等の発生時における検査の目的は、患者の早期発見による

まん延防止、患者を診断し早期に治療につなげること及び流行の実態を把握する

ことである。また、検査の適切な実施は、まん延防止対策の適切な検討及び実施

や、柔軟かつ機動的な対策の切替えのためにも重要である。さらに、検査が必要

な者が必要なときに迅速に検査を受けることができることは、新型インフルエン

ザ等による個人及び社会への影響を最小限にとどめることや、感染拡大防止と社

会経済活動の両立にも寄与し得る。このため、新型インフルエンザ等の発生時に

必要な検査が円滑に実施される必要があり、国や都と連携し、平時から検査機器

の維持及び検査物資の確保や人材の確保を含めた準備を着実に進めるとともに、

新型インフルエンザ等の発生当初から研究開発や検査拡充等の体制を迅速に整

備することが重要である。また、状況の変化に合わせて、病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）や検査の特性等を踏まえ、リスク評価に基づき検査実施

の方針を適時かつ柔軟に変更し、検査体制を見直していくことが重要である。 

 

 

 
31 重点感染症は、公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗手

段となる重要性の高い医薬品等（ＭＣＭ）の利用可能性を確保することが必要な感染症で、厚生労働省におい

て指定されたものを指す。将来の新型インフルエンザ等の発生時における対策の基盤とするため、平時におい

ては、重点感染症を対象とした医薬品等の対策を実施する。 
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⑪ 保健 

新型インフルエンザ等の発生状況は地域によって異なることから、地域の感染

状況や医療提供体制の状況等に応じた対策を実施し、市民の生命及び健康を保護

する必要がある。その際、市民への情報提供・共有、リスクコミュニケーション

を適切に行い、地域の理解や協力を得ることが重要である。 

また、効果的な新型インフルエンザ等対策を実施するため、保健所は、検査の

実施及びその結果分析並びに積極的疫学調査による接触者の探索や感染源の推

定を通じ、患者の発生動向の把握から都に対する情報提供・共有まで重要な役割

を担う。 

保健所は、新型インフルエンザ等の感染が拡大し、多数の患者が発生した場合

には、積極的疫学調査、健康観察、検査結果の分析等の業務負荷の急増が想定さ

れる。このため、平時から情報収集体制や人員体制の構築、新型インフルエンザ

等の発生時に優先的に取り組むべき業務の整理、ＩＣＴの活用等を通じた業務効

率化・省力化を行って地域における新型インフルエンザ等対策を推進する。 

 

⑫ 物資 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延するおそれ

があり、感染症対策物資等の急激な利用の増加が見込まれる。感染症対策物資等

の不足により、検疫、医療、検査等の円滑な実施が滞り、市民の生命及び健康へ

の影響が生じることを防ぐことが重要である。このため、感染症対策物資等が医

療機関をはじめとする関係機関で十分に確保されるよう、平時から備蓄等の推進

や円滑な供給に向けた対策等を講ずることが重要である。 

国は、平時から医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等を推進するとと

もに、感染症対策物資等の需給状況の把握等のために必要な体制を整備する。 

また、都は新型インフルエンザ等の発生時に、感染症対策物資等の需給状況の

把握を行い、不足が懸念される場合等には、医療機関等で必要な感染症対策物資

等が確保されるよう取り組む。 

 

⑬ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶととも

に、市民生活及び市民経済に大きな影響が及ぶ可能性がある。このため、新型イ

ンフルエンザ等の発生時に備え、事業者や市民等に必要な準備を行うことを勧奨

する。 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民生活及び市民経済の安定の確保に必

要な対策や支援を行う。事業者や市民等は、平時の準備を基に、自ら事業継続や

感染防止に努める。 


